
　（別添）
[bookmark: _Hlk162540178]令和８年度滋賀ゆかりの地における関係人口創出イベント実施業務委託仕様書（案）

１　委託業務の名称
令和８年度滋賀ゆかりの地における関係人口創出イベント実施業務

２　履行期間
[bookmark: _Hlk162466875]契約締結日から令和９年（2027年）３月31日まで

３　趣旨
[bookmark: _Hlk162462402]東京にある滋賀県ゆかりの地を周遊する謎解きイベントを開催し、若者から家族連れまで幅広い世代が東京と滋賀県の繋がりを体感することで、滋賀県への関心を高め、親しみを感じていただくとともに、首都圏情報発信拠点「ここ滋賀」への誘客や滋賀県を訪問するきっかけ作りに繋げることを目的とする。

４　業務内容
　(1) 周遊型謎解きイベントの企画立案及び運営
イベントについては、以下のア～クに挙げる各項目に留意の上で実施すること。また、企画内容は提案をもとに発注者と受注者の協議により変更する場合がある。
　ア　開催期間
　　２ヶ月から３ヶ月とすること。
ただし、令和９年２月末までにイベントを終了すること。
　イ　開催場所、謎解きのコース
　　東京都内の滋賀ゆかりの地を５箇所程度設定すること。
コースについては、半日～１日程度ですべてのスポットを回れるよう設定し、イベントそのものに、ストーリー性を持たせること。
※滋賀区（https://shiga-ku.tokyo/）に掲載している場所を参考とし、提案すること。
※ここ滋賀（東京都中央区日本橋２-７-１）は必ず含めること。
※スポットに店舗・施設を組み込む場合は協力依頼及び許可手続き等は受注者が行うこと。
　ウ　対象者
　　若者から家族連れまで幅広い層が参加できるよう配慮すること。
　エ　参加費
　　無料
　オ　謎解きパンフレット配架場所
　　ここ滋賀、滋賀県東京本部　等
　　※上記の配架については、発注者が直接を行う。
　　※上記以外で、効果的な配架場所があれば提案すること。
　カ　ウェブサイト等
　　謎解き専門のウェブサイト等を開設し、謎解きの回答、アンケート、賞品の応募のすべてがスマートフォン等で行えるようにすること。なお、サーバー利用費や期間中の保守にかかる経費が発生した場合は受注者において負担すること。
　キ　その他留意事項
　　(ｱ) 設定したコースや謎解きの妥当性について、事前に十分な検証作業を行うこと。
　　(ｲ) 全体テーマについては、提案した内容をもとに事前に発注者の承諾を得たうえ設定すること。
　　(ｳ) 滋賀県の観光情報等を謎解きパンフレットに掲載するなどし、情報発信すること。掲載する内容については、発注者と受注者の協議の上決定すること。

　(2) アンケートの収集及びデータ集計
　　イベント参加者へアンケートを実施し、結果を取りまとめ発注者へ提出すること。
　　なお、設問内容についてはイベントの効果や今後のイベントの参考となるよう、発注者と受注者の協議の上決定すること。

　(3) 賞品の設定
　　謎解きをクリアしてアンケートに回答をした方へ、抽選による賞品を贈呈する企画を実施すること。賞品の選定及び発送等については、次のア～ウに留意し実施すること。
　ア　賞品の選定
　　賞品については、滋賀県にゆかりのある商品を選定すること。
　イ　当選者の選定方法
　　原則抽選によるものとする。
　ウ　賞品贈呈企画に係る費用
　　商品購入費、梱包費、抽選に係る費用、発送費等は本契約金額に含むものとする。

　(4) 印刷物の製作
　　イベントで使用する必要な印刷物については、次のア～ウを受注者が用意し、データと共に提出すること。なお、下記で定める仕様等、詳細については協議の上その都度決定する。
　その他謎解きのために必要な備品等がある場合、それにかかる費用は本契約金額に含むものとする。
ア　謎解きパンフレット(3,000部以上)
　パンフレットの規格については、提案によるものとする。
イ　告知ポスター(B0判フルカラー、20部以上)
ウ　告知チラシ等
　ウェブサイト等のみで実施する場合は、アの謎解きパンフレットに代えて告知チラシを作成し納品すること。
　
　※上記、ア・ウの納品数については発注者と協議の上決定すること。

　(5) イベントの広報
　　参加促進のため、WEBサイトやSNSでの投稿、紙媒体の掲出等による効果的なPRを提案し、実施すること。

　(6) 報告関係書類の作成
　　本業務の完了時には成果物として、以下を提出する。
　　　① 業務実績報告書　３部（紙媒体）
　　　② 関連資料データ　一式

　(7) その他、上記(1)～(6)に付随する業務

５　委託業務の運営管理
　(1) 委託期間中において、企画・制作の進行管理及び各種手配等、発注者との迅速な連絡調整が可能な体制を整えること。
　(2) イベントに関わる制作物等がある場合、その設置については受注者の責任で行うこと。また、各種法令を遵守し、必要に応じて管理者の許可を得ること。
　　(ｱ) 各関係施設との連絡、調整については、発注者と調整の上、基本的には受注者で行うこととする。
　　(ｲ) 定期的な保守・点検を行い、破損等が発見された場合は補修・交換を行うこと。
　　(ｳ) 撤去する際は、現状復旧を行うこと。
(3) イベント参加者数とクリア者数を把握できる仕組みを作り、発注者から依頼のあった際には情報共有すること。

６　委託料の支払い
　　業務完了後の一括精算払いとする。

７　特記事項
(1) 本業務の実施に当たっては、滋賀県東京本部および関係機関と十分に連携を図ること。
(2) 受注者の責による事故等により発生した損害は受注者が負担するものとする。
(3) 本業務の実施における個人情報等の取扱いについては、個人情報の保護の重要性を十分認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講じること。
(4) 受注者は、本業務の遂行上知り得た秘密を、第三者に漏らしてはならない。この項については契約期間の終了または解除後においても同様する。
(5) 受注者は、本業務の実施にあたり、本仕様書に記載のない事項または疑義が発生した場合は、速やかに委託者と協議を行い、業務を実施すること。
(6) 本業務は会計検査の対象となる可能性があるため、本業務に係る経理を明らかにするために他の経理と区別して会計帳簿および証拠書類を整備するものとし、全ての証拠書類は本業務終了後、翌年度４月１日から起算して５年間保存しなければならない。
